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.は じめに

熊本市は、良質で豊富な地下水に恵まれており、67万 市民の生活用水を全て地下水で賄っている。

この豊かな地下水は、阿蘇火山の過去 4回 にわたる大爆発により噴出した火砕流堆積物から成る間

隙に富んだ水を通 しやすく貯め易い地質と、周辺の山地や畑地に降 り注ぐ降水や台地部の水田地帯

における濯漑用水によつてもたらされている。

しかしながら、近年、地下水位の低下や湧水量の減少が見られることから、熊本市では、市内全

域に観測井を設けて水位の動向を監視している。
一方、地下水質についても、火山性の地層は水とともに汚染物質も通 しやすいとい う側面を持ち

合わせてお り、本市においても、これまでに硝酸性窒素やテ トラクロロエテレンによる地下水の汚

染が見られている。そこで、平成元年から、地下水汚染の早期発見により健康被害の防止や汚染の

拡大を防ぐため、市内全域に設置された観測井を用いて定期的な地下水質の監視を行っている。

当研究所では、平成 7年 の新築移転を機に分析機器の整備を図り、これらの水質分析を行 うよう

になった。それから10年が経過 したことから、これまでの測定結果を取 りまとめたのでその概要を

報告する。

2.調 査の概要

2.1 調 査地点

本市は、阿蘇西麓台地の末端に位置 してお り、山地丘陵部の出林や台地部の畑地、水日で酒養

された地下水は、自川中流域を経て熊本市に流入 している。地下水の主な流れは、図 1に示 した

ように戸島山の東南側を通 り江津

湖に向かつてお り、
一

部は白川沿

いに立田山と小山山の間を通 り流

下する地下水もある。これ らの地

下水は、江津湖周辺で西に向きを

変えながら熊本平野部を経て有明

海に流出している。また、植木台

地で酒養 された地下水は、坪井川

沿いに南西に流動 してお り、この

他にも、南部の山地丘陵から熊本

平野へ向か う地下水の流れ もあ

る。観測井は、これ らの地下水の

流れに沿つて設置されている。
一方、帯水層は、主に阿蘇火山

の最も新 しい噴出物であるAs研4

や段丘砂礫層から成る第 1帯水層

と粘上層を挟んで Aso-1～ 3や 砥

川溶岩から成る被圧地下水を含む

有

明

海

図 1 地 下水の流動 と観測井の配置
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第 2帯 水層に区分されてお り、観瀕」井もこれらの帯水層毎に設けられている。観測井は、昭和 61

年に水前寺地区に設置されて以降これまでに 19地区で計 33本が設けられている。

地下水質の監視は、平成元年 6月 に開始 してお り、市の設置 した観測井と事業所等が所有 して

いる 11本の井戸の合計 44本で行つてきた (表1)。

2.2 調 査項目及び回数                  ″

調査項 目は、水質汚濁防止法に基づく地下水の水質汚濁に係る環境基準項 目 (26項目)と 要監

視項 目 (27項目)と し、カルシウムイオンや重炭酸イオンに代表される地下水の主要成分につい

ても調査を行つた。分析法は、それぞれの基準に定められた方法或いはそれに準じた方法を用いた。

基準項 目の報告下限値は、熊本県地下水質測定計画に基づいて表 2の とお りとし、要監視項 目に

ついては、指針値の 1/10とした。

調査回数は、熊本地域の地下水の水位が 6月 頃に最も低 くなり、梅雨や水日の濯漑用水の影響

を受けて上昇し、10月頃に最も高くなるとい う変動パターンを繰 り返していることから、6月 と

10月の年 2回 とした。

なお、今回は、当研究所で分析を行 うようになった平成 7年 10月から平成 17年 10月までの 21

回の調査を解析の対象とした。なお、ポンプの故障等で欠測した井戸や、基準項 目等の改正によ

り調査期間の異なる項目もあつた。

調査結果

3.1 環 境基準項目

環境基準項目のうち過去 10年間で基準を超えて検出されたことのある項目は、表 3に示 したよ

うに祉素、ほう素、ふつ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、テ トラクロ占エテレン及び鉛の 6項

目であつた。また、四塩化炭素も検出されたが、環境基準は超えていなかった。以下に、それぞ

れの項目の検出状況についてまとめた。

表3 環 境基準項目等の検出状況

区分
十    項

 目  名
    1検

  戸 超

遅斎
戸

1   超
過井戸

砒素

ほう素

ふっ素

1   5   1   2   1型 塑、 T5 3

両
~下

戸
~T21、

T45

基

準
項 |テトラクロロエテレン   1  3  1  l  T101

!   3   1   1   1T101

4  1T21、 T45、 T46、T101

T2、 T14、 T34、 T42、
T45、 T46、 T101、 T102

全マ ンガ ン

*超 過井戸の下線は、平成17年10月時″点でも超過している井戸
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表 調査井戸の諸元

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44

番号 1 地 区、区分 深度 (m)| ス トレサ北 置 (m)1  用 途

農業用

工業用

T- 71野 口 50十     一     1雑 用

56 1    39.0- 50.0

田迎 浅 井戸  1     351  22.3～ 33.3

監視用

監視用

田迎 深 井戸 97.0-108.0

T-121日 向東 ,          100

T-131日 向西 100十    一     1監 視用

力合 浅 井戸 31.7- 42.7

力合 深 井戸 155

112

121.5～138.0  1監 視用

1御幸 深 井戸 95。3～106.3  1監 視用

御幸 浅 井戸 24.7- 35.7

T-191中 島 深 井戸 2101  127.5～ 149.5  1監 視用

中島 中 井戸 100 1    51.4- 67.9

T-211中 島 浅 井戸 6.8～ 12.3 監視用

監視用T- 32  7工津 No.1 2.0- 25.0

2.0～ 25.0  1監 視用

39.5～ 55.4  1監 視用T-341白 川 深 井戸

卜 351白 川 浅 井戸 ２ ‐

一
１〇

一
８０

10.4- 15.9

71.4- 93.5T-361上 南部

48.0- 59.0

北部 浅 井戸 60 1    54.0- 59.5

1001  83.5～ 94.5  1監 視用北部 深 井戸

笛 田 浅 井戸 80 1    34.7- 51.2中 J遡
82.3～ 98.8  1監 視用

Ｔ
一

一
Ｔ

一

451天 明 浅 井戸

461天 明 中 井戸

4.5ヘ フ 10.0

53,2- 75。 2

T-471天 明 深 井戸 1451  112.0～ 145.0  1監 視用

71.5～ 82.5  1監 視用

花園 浅 井戸 321  15.5～ 26.5  1監 視用

花園 深 井戸 81 1    5990- 75.5

長嶺     1     1371  120.5～ 131.5

T-521飽 田 浅 井戸 71.9- 93.7

T-531飽 田 深 井戸 113.0-129.5

春竹 浅 井戸 4.9～  9.9

春竹 深 井戸 44.0～ 55,0  1監 視用
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項 目  名 基準値 (mg/1)
報告下限値

(mg/1)

カ ドミウム 0.01 0,001

全シアン 検出されないこと 0,]

鉛 0.01 0.005

六価クロム 0.05 0.04

批素 0.01 0.005

総水銀 0.0005 Ot 0005

アルキル水銀 検出されないこと 0.0005

P C B 検出されないこと 0.0005

ジクロロメタン 0.02 0,002

四塩化炭素 0.002 0.0002

1 , 2 -ジクロロエ タン 0.004 0.0004

1.1-ジクロロエチレン 0.02 0.002

シス 1,2ジ クロロエチ レン 0.04 0.004

1 . 1 . 1ト リクロロエ タン i 0.0005

1 , 1 , 2ト リクロロエ タン 0.006 0.0006

トリクロロエテ レン 0.03 0.002

テ トラクロロエチ レン 0.01 0.0005

1,3-ジクロロプロベン 0.002 0.0002

チウラム 0.006 0.0006

シマジン 0.003 0.0003

チオベンカルブ 0.02 0.002

ベ ンゼ ン 0,01 0.001

セ レン 0.01 0,005

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒茅 0 . 0 1

ふつ素 0.08

ほう素 1 0 , 0 ]

表2 調 査項目一覧 (1)環 境基準項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

2

3

4

5

6

(2)要 監視項目

項 目  名
指針値
(mg/1)

報告下限値
(mg/1)

クロロホルム 0.06 0.006

トランス 1,2-ジクロロエチレン 0.04 0.004

1,2ジ クロロプロパン 0.06 0 006

―ジクロロベ ンゼ ン 0.2 0,02

イソキサチオン 0.008 0.0008

ダイアジノン 0.005 0 0005

フェニ トロチオン (14EP) 0,003 0.0005

イツプロチオラン 0.04 0.004

オキシン銅 0,04 0.004

クロロロタロエル (TPN) 0.05 0.005

プロピザミド 0.008 0.0008

E P N 0,006 0.0006

ジクロロ京ドス (DDVP) 0.008 0.0008

フェノブカルブ ( B P M C ) 0.03 0.003

イプロベンホス (IBP) 0.008 0,0008

クロルニ トロフェン (CNP) 0 005

トルエ ン 0,06

キシレン 0.04

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 0.006

ニ ッケル 0.01

モリブデン 0.07 0.007

アンチモ ン 0.02 0 002

塩化ビニルモノマー 0.002 0.0002

ェピクロロヒドリン 0.0004 0.0004

1.4-ジ オキサン 0.05 0.005

全マンガン 0.2 0.02

ウラン 0,002 0.0002

3 )イ オン

項 目  名 報告下限値 (mg/1)

重炭酸イオン

硫酸イオン

カリウムイオン 0.1

カルシウムイオン 0.1

マグネシウムイオン

ケイ酸 1
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何)祉 し素

砒素は、調査した 44本 の井戸のうち図 2に 示 した 5本 から報告下限値の 0.005 m g/1を 超

えて検出され、そのうち飽日地区浅井戸 (T52)と同深井戸 (T53)の 2本 は環境基準 (0.01m

g/1)を 超えていた。両者の平均値は、それぞれ 0.018 m g/1と 0.017 m g/1で 、調査

期間を通してほぼ平均値前後の濃度で推移 していた (図3)。また、力合地区浅井戸 (T14)、中

島地区深井戸 (T19)及び天明地区深井戸 (T47)からも、0.006 m g/1前 後の批素が継続 して

検出された。

平成元～ 3年 に行われた地下水質調査によると、西部地域では、地下水が停滞 し地層の還元

状態が進み、土壌中の批素が地下水へ溶出することが報告されている
1)。

検出された井戸はこの

地域に分布 していた。

(2)ほ う素

ほう素は、平成 8年 10月から調査を開始 してお り、全ての地点で報告下限値の 0.01 m g/

1を超えて検出された。そのうち、西部地域の中島地区浅井戸 (T21)と天明地区浅井戸 (T45)は、

環境基準 (lmg/1)を 超えてお り、平均値はそれぞれ 1.8mg/1と 1!lmg/1で あった

(図2)。これらの井戸の深さは 10m前後で、同じ地区にある深さ50～ 70mの中井戸 (T20、T46)

及び野口地区の T7か らは 0.4～ 0.5mg/1、 深さ70m以 上の深井戸 (T19、T47)及 び飽田

地区浅井戸(T52)と同深井戸(T53)からは0,2mg/1程 度検出され、浅い層ほど高濃度であつた。

一方、これ以外の井戸は、全て0.lhg/1以 下で、西部地域が他の地域に比べて高濃度であつた。

経年的な濃度変化は、図 3に 示 したようにT21と T45は、共にわずかながら減少傾向を示 し

てお り、T45は平成 15年度以降、基準値以下となつている。

ほう素は、平成 11年 2月 環境庁告示第 16号により、要監視項 目から環境基準項 目に追加 さ

れた項 目である。T21と T45が環境基準を超えていたことから、平成 12年度に実態把握のため

の水質調査及び原因究明調査を行つたところ、熊本平野西部地域の広範囲で検出され、腐植物

を含む地層から地下水へ溶出したものと推定された
2)。

(3)ふ つ素

ふつ素は、37本で報告下限値の0.08 m g/1を 超えて検出され、ほう素と同様に中島地区浅

井戸 (T21)と天明地区浅井戸 (T45)で、環境基準 (0.8血g/1)を 超えてお り (図2)、平

均値はそれぞれ 3.3m宮 /1と 1.4mg/1で あつた。また、天明地区中井戸 (T46)と春竹地

区浅井戸 (T101)でも一時的に環境基準を超えていた。また、中心部の白川沿いから西部地域

にかけて 0.3mg/1、 東部から南部にかける地域では0.lmg/1程 度検出された。

濃度の経年変化は、図 3に示 したようにT21ではやや増加傾向が、一方、T45では減少傾向が

見られた。

ふつ素も、ほう素と同様に平成 11年 2月 に要監視項目から環境基準項 目に追加されたことか

ら、ほう素と併せて原因究明調査を行つた。その結果、西部地域には、白川の沖積作用よる河

成三角州堆積物が広く分布 してお り、この地層に含まれているふう素が地下水に溶出したもの

と推定された
2)。

また、東部から南部にかける地域で検出された 0.lmg/1前 後のふつ素は、阿蘇カルデラ

に起因するふつ素を含む白川の河川水が、台地部で濯漑用水 として用いられていることに起因

するものと思われる。

なお、北部地域の地下水からは、ふつ素は検出されなからた。この地域の地下水は、植木台

地から流入しており、白川の影響を受けていないためと考えられる。
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凡  例

Oく 0 005mg/1
① 0005～0価0げ|

8歪蘇戸懲整塁i蟹瞥舞|

例

① く01m。/1
011～ ltOmyt

l.lng/1～

0基 準超過井戸

ほ う素

凡  例

く0.01的/1

00.い～20げⅢ
021～ 4.0げ1
0 40ng/1～
0基 準超過井戸

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素おヽ つ 素

,              鉛 。四塩化炭素

*濃度区分は、対象期間中の平均値を用いて行った。また、期間に
1度でも環境基準を超過した井戸を基準超過井戸として表した。

図2 環 境基準項目の検出状況

テ トラクロ回エテ レン
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(4)硝 酸性窒素及び亜硝酸性窒素

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、図 2に 示したように36本 の井戸から検出された。西梶尾地区

のT39で は、図 3に 示すように環境基準 (10 m g/1)を 超えていた時期があり、平均値は9.7

mg/1で あつた。また、花園地区浅井戸 (T49)は平均値で 7.6mg/1、 北部地区浅井戸 (T41)

は 5。7mg/1と 高濃度で検出された。これらの井戸の汚染濃度は、経年的には横ばい状態或い

はやや減少傾向を示 していた。

一方、中部から東部にかけての地域では 2～ 4mg/1検 出されてお り、 日向東地区 (卜12)

では横ばいないしやや増加傾向を示していた。

北部地域の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染は、平成 11か ら13年度にかけて行つ

た汚染機構解明調査の結果、施設園芸を中心とした農業施肥に起因すると推定されている。

(5)テ トラクロロエテレン

テ トラクロロエチレンは、3本 の井戸から検出された。春竹地区浅井戸 (T101)は、テ トラクロ

ロエチレンの汚染地区に設けられた観測井で、平成 10年 6月 には 0.013 m g/1と 環境基準 (0.01

mg/1)を 超えていたが、最近は0,004 m g/1前 後で推移 していた(図3)。また、蓮台寺地区(T6)

で 0.0012 m g/1、 笛田地区浅井戸 (T43)で0.0006 n g/1前 後で継続 して検出されているが、

近くには汚染源となるような事業場は見つかつていない。

(6)鉛                                    ン

鉛は、春竹地区浅井戸 (T101)で平成 10年 6月 に 0,013 m g/1、 同 10月 0.033 m g/1、 平

成 12年 6月 に 0.015 m g/1と 基準 (0.01 m g/1)を 超えて検出されたが、それ以外の時は

全て不検出 (<0.001 m g/1)だ つた。また、白川地区浅井戸 (T35)と花園地区浅井戸 (T49)

においても平成 7年 10月 にそれぞれ 0.007 m g/1と 0.005 m g/1検 出されたが、その以外は

全て不検出だつた。検出状況から、地下水そのものが定常的に汚染されている可能性は低いと考

えられる。なお、鉛については、観測井に用いた鋼管や揚水設備からの溶出も危惧される。

(7)四 塩化炭素

四塩化炭素は、江津地区No.1(T32)と No.2(T33)で 0.003 m g/1程 度検出され (図2)、基

準を超える井戸はなかつた。なお、平成 15年以降は報告下限値 (0.0002 m g/1)以 下となつた。

3.2 要 監視項目

要監視項目では、平成 16年 3月 に新たに追加 された全マンガンとウランが検出されてお り、特に

全マンガンは、市の中心部で指針値を超える井戸も見られた。他の 25項 目は全て報告下限値以下で

あつた。

(1)全 マンガン

全マンガンは、平成 7年 度から測定してお り、19本の井戸で報告下llR値(0.02 m g/1)を 超

えて検出され、その うち8本 は指針値 (0.2m富 /1)を 超えていた。図 4に 示 したように指針

値を超えた井戸は中心部に見られ、春竹地区深井戸 (T102)が平均値で 2.5mg/1と 最も高く、

そこから西部にかけての地域に検出井戸が分布 していた。経年的には、測定値にバラツキのある

もののほぼ横ばい状態であった (図3)。

なお、全マンガンが指針値を超えた井戸は、硝酸イオンが検出されておらず、硫化水素臭がす

るなど還元的な状態になつていた。マンガンは、地層中に比較的多く含まれている金属であり、

地下水が還元状態になることにより、地層中のマンガンが地下水に溶出したものと考えられる。
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図4 要 監視項目の検出状況

(2)ウ ラン

ウランは、平成 11年 から調査を行つてお りtこ れまでに 11本 の井戸から報告下限値 (0,0002

mg/1)を 超えて検出された (図4)。最高濃度は、自川地区深井戸 (T34)の 0.0010 m g/1

で指針値を超えたものはなく、経年的にはほぼ横ばい状態であつた。

ウランが検出された原因については、低濃度のウランが市内全域に点々と見られていることか

ら、特定の汚染源ではなく、地層中に含まれるウランに起因すると思われる。

3.4 地 下水主要成分

地下水に含まれるカルシウムイオンや重炭酸イオン等の無機成分については、既に平成 7年 10月

の測定結果に基づいて、ヘキサダイヤグラムの形状から6つ のグループに区分されることを報告 し

た
3)。

そこで、今回は、10年 間の調査結果に基づいて、各イオン成分の濃度の経年変化について検

討 したところ、横ばい状態でほとんど変化の見られないものが多かったが、増加或いは減少傾向を

示すものや、ばらつきの見られる井戸もあつた。

(1)安 定型

図 5に 河内地区 (T48)及 び田迎地区深井戸 (Tll)の 平成 7年 と平成 17年 10月 の人キサダィ

ヤグラムを重ねて示 したが、その形状や大きさはよく一致していた。このようにカルシウムイオ

ンや重炭酸イオン等の各成分の濃度が、調査期間を通 してほぼ一定しているものや多少ばらつき

があつても変化の少ない井戸は 32本 あり、地下水が長期間に亘って安定した水質を維持 している

こと示していた (図6)。

飽田地区のT52と T53のイオン成分も、横ばい状態でほとんど変化が見られていなかった (図 7)。

これ らの井戸からは、基準を超える砒素が検出されているが、その濃度も変化 しておらず、この

地域の地下水環境は、調査期間中ほぼ一定に保たれていたものと思われる。
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(2)減 少型                   T48

坪井地区 (T2)は 、塩化物イオ ンやカル   L_コ

シウムイオン、マグネシウムイオンの濃度

が多少ばらつきはあるものの減少しており、

一方、御幸地区深井戸 (T17)では、重炭酸

イオン、硫酸イオンカルシウムイオン及び

マグネシウムイオンの濃度が減少しており

(図7)、ヘキサダイヤグラムの形状も変化し

ていた (図5)。特に、T2については、ヘキ

サダイヤグラムの形状が、Ca― HC03型から

Na― HC03型へ変化 していた。         2  1

このように、イオン成分の濃度が減少 し

た井戸は、中心部及び西部地域に 8本 分布

していた。

なお、ふっ素が基準を超えて検出された

中島地区浅井戸 (T21)は、この型に分類され、

1     安
定型

3  2

減 少型

碕

2  2    1

増カロ型

剛

新 勝 コ0則 覆
い ~       ∝

 平 成174Fl明鮭

(単位 :時マ 1)

図 5 ヘ キサダイヤグラムの変化

ふっ素は増加傾向を示していたが、他のイオン成分はふつ素と異なって減少傾向を示していた。

(3)増 加型

北部地区深井戸 (T42)は、塩化物イオン等全てのイオン濃度が増加 しており、上南部地区 (T36)

でもばらつきが見られるものの増加傾向を示す項目が多く (図7)、ヘキサダイヤグラムの大きさ

も平成 7年 度に比べると大きくなっていた (図 5)。北部地区浅井戸 (T41)及び龍日地区 (T54)

も増加型の井戸だつた。

(4)季 節変動型

今まで述べてきた濃度変化 と

は別 に、 日向東地区の T12は、

水位の高い 10月には各成分の濃

度が大きく、水位が低い 6月 に

なると小 さくなり、時期によつ

て濃度が変化 してお り、変動幅

は硫酸イオンが最も大きくなっ

ていた (図7)。

このような季節変動は、東部

地 域 の T 4 、T 5 、T 1 3 、T 5 1 及び

T54でも見られた (図6)。なお、

T51は、他 の観測井 と異な り、

水位の高い 10月には各成分の濃

度が小 さく、水位が低い 6月 に

なると大きくなっていた。

伊!

③ 安定型

の 減少型
0増 加型

O季 節変動型
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図6 イ オン成分の類型分布
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4 ま とめ

この 10年 間の環境基準項 目の調査結果を見ると、砒素、ほう素及びふつ索の 3項 目は、調査を開

始 した時点で既に環境基準を超えていた井戸があり、平成 17年 10月 まで継続 して基準を超過 して

いた。
一方、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、テ トラクロロエチレン及び鉛の 3項 目は、

一時的に基

準を超えて検出された井戸が見られたが、現在は基準以下に改善されていた。いずれかの項 目が基

準を超えていた井戸は、多い時には8本 あつたが、現在は 4本 となっている。

現在も環境基準を超えている項 目は、いずれも土壌に含まれる砒素等が地下水へ溶出したもので、

自然由来 と推定されてお り、本市においては、現在対策が進められているテ トラクロロエチレンや

硝酸性窒素等の局部的な汚染はあるものの、全市にわたる化学物質による人為的な地下水汚染は見

られず、地下水は良好な状態を保つていると思われる。

一方、地下水の主要成分であるカルシツムイオンや重炭酸イオン等も、ほとんどの地点で大きな

変化は見られず安定した水質を示 していた。 しかし、一部の井戸では、イオン濃度の減少や増加が

見られ、また、調査毎に瀕J定値がばらついている地点も見られた。今のところ、こうした変動の原

因はわかつていないが、都市化の進展や減反による水日の減少など地下水を取 り巻く環境の変化が、

循環する地下水量の減少をもたらし、地下水質に影響を及ぼしていることも考えられる。

今回の調査結果から、イオン成分の濃度変化が、枇素やぶつ素、ほう素の検出に影響を及ぼして

いるとは考え難いが、今後も、イオン成分の濃度変化と地層に含まれている金属類の地下水への影

響には注目する必要がある。

熊本の地下水の良好な水質を維持 していくために、今後は、環境基準項 目等に限らず熊本地域で

使用されている農薬や化学物質についても定期的なモニタリング調査を行い、有害物質による地下

水汚染の早期発見に努めるとともに、地下水位の低下や涵養事業等によつてもたらされる地下水形

成過程の変化に伴 う水質の変化にも注目して地下水監視を行つていくことが重要となっている。
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